
 

68 昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出 

質

問

第

六

八

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

京
都
市
教
育
委
員
会
の
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 

提
出
者 

渡 

部 

義 

通 

一 

 



京
都
市
教
育
委
員
会
で
は
十
月
十
日
二
十
四
時
間
の
期
限
を
附
し
て
二
十
七
名
に
対
し
辞
職
を
勧
告
し
た
。
そ
の
中
に
は

組
合
の
現
役
員
九
名
、
前
役
員
二
名
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
十
月
十
五
日
こ
の
辞
職
勧
告
を
拒
否
し
た
者
九
名
の
中
八
名

は
懲
戒
免
職
に
、
一
名
は
休
職
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
。
辞
職
勧
告
の
理
由
と
し
て
は
、
二
年
前
に
組
合
活
動
を
行
つ
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
教
員
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
動
と
か
、
教
員
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
過
激
な
言
動
と
か
は
な
は
だ
曖
昧
な

理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

三 

懲
戒
免
職
、
休
職
の
如
き
重
大
な
処
分
を
な
す
時
に
は
、
本
人
が
納
得
で
き
る
理
由
が
明
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

一 

こ
の
措
置
は
そ
の
意
図
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
員
の
自
由
な
組
合
活
動
の
阻
害
と
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
如
何
。 

二 

こ
の
措
置
は
あ
ま
り
も
苛
酷
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

京
都
市
教
育
委
員
会
の
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 
四 
こ
の
よ
う
な
重
大
な
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
時
、
文
部
省
は
文
部
省
設
置
法
第
四
條
第
一
項
第
一
号
及
び
第
七
條
第
二

項
第
二
号
に
よ
り
、
調
査
を
行
い
、
京
都
市
教
育
委
員
会
に
対
し
指
導
助
言
を
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
は
い

か
な
る
見
解
を
も
ち
、
い
か
な
る
措
置
を
と
つ
た
か
、
ま
た
と
ろ
う
と
し
て
い
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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